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 総   則 

 （目的） 

1．本規程は、「短時間社員就業規則」第５９条に基づき、短時間社員に対する賃金の決定、計

算及び支払いの方法、締切及び支払いの時期、昇給並びに賞与に関する事項を定め、賃金制度

の明確化と合理的な運営を図ることを目的とする。 

 （適用範囲） 

1．本規程は、「短時間社員就業規則」第３条に定める短時間社員について適用する。 

2．以下に掲げる短時間社員以外の者の賃金は、他の規定、雇用契約書又は就業条件明示書等

により定めたものとする。 

① 1 週間の所定労働時間が３３時間以上の者 

② 定年後嘱託者 

③ 65 歳を超えて雇用された者 

④ その他前各号に準ずる者で会社の指定する者 

 （賃金の定義） 

1．本規程で賃金とは、基準内賃金、基準外賃金、その他労働の対償として支払うものをいう。 

2．短時間社員の賃金は、次の点等を考慮して決定する。但し、他の規定により個別に決定す

る場合はこの限りではない。 

① 職務の重要度・困難度・責任度 

② 短時間社員の年齢・経験・能力 

③ 短時間社員の勤務成績・勤務態度 

 （給与体系） 

1．賃金の区分は、次の通りとし、日給月給制又は時給制とする。 

 

基準内賃金 

 

基本給（日給又は時給） 

諸 手 当 
資格手当 

職能手当 

基準外賃金 諸 手 当 

通勤手当 

住宅手当 

時間外勤務手当 

深夜勤務手当 

休日勤務手当 

 （給与の支払方法） 

1．給与は毎月、前月１１日から当月１０日を計算期間として、毎月末日を支払日とする。 

2．給与は通貨で全額各短時間社員に支払う。但し、短時間社員の同意を得て、金融機関の本

人名義の預金口座に振込むこともできる。 

3．給与の支払日が、会社が休日の場合または金融機関が休日の場合は、給与の支払を その



2 
 

前日の営業日に繰り上げるものとする。 

 （給与の控除） 

1．次に挙げるものは、給与支払いの際控除する。 

① 源泉所得税 

② 住民税 

③ 健康保険料（被保険者負担分） 

④ 介護保険料（被保険者負担分） 

⑤ 厚生年金保険料（被保険者負担分） 

⑥ 雇用保険料（被保険者負担分） 

⑦ その他従業員の過半数を代表する者との協定によるもの 

 （退職及び死亡時の支払） 

1．短時間社員が退職または死亡した場合において、本人または遺族から賃金の支払請求があ

ったときは、第 5 条の規定にかかわらず、7 日以内に既往の労働に対する賃金を支払うものと

する。 

2．短時間社員が死亡した場合、既往の労働に対する賃金の支払は、労働基準法施行規則第 42

条から第 45 条までの遺族補償を受けるべき者に関する規定に準じてこれを行う。 

 （非常時の支払） 

1．次に挙げる何れかに該当する場合は、規定の支払日以外でも、既往の労働に対する給与を

支払う。 

① 短時間社員の出産、疾病及び災害の場合 

② 短時間社員の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、また災害を受けた場合  

③ 短時間社員が結婚し、またはその収入によって生計を維持する者が結婚し、もしくは死亡した場

合 

④ 短時間社員またはその収入によって生計を維持する者がやむを得ない理由で 1 週間以上帰郷する

場合 

⑤ 前各号の他、やむを得ない理由があると会社が認めた場合 

 （休業者の取扱い） 

1．業務外の傷病もしくは自己の都合により、欠勤・休職した場合の休業している期間は無給

とする。 

 （欠勤・遅刻等の控除） 

1．欠勤、遅刻、早退および私用外出した場合、不就労の時間に対する賃金は支給しない。 

 給与の決定 

 （基本給） 

1．基本給は、日給月給又は時給をもって定め、第３条第２項各号を考慮して各人ごとに決定

する。 

 （職能手当） 

1．職能手当は、本人の能力に応じ以下のとおり支給するものとする。 

１級 ４５，０００円以上 
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２級 ４０，０００円以上４５，０００円未満 

３級 ３５，０００円以上４０，０００円未満 

４級 ３０，０００円以上３５，０００円未満 

５級 ２５，０００円以上３０，０００円未満 

６級 ２０，０００円以上２５，０００円未満 

７級 １５，０００円以上２０，０００円未満 

８級 １０，０００円以上１５，０００円未満 

９級 ５，０００円以上１０，０００円未満 

１０級 ０円以上５，０００円未満 

 

 （資格手当） 

1．資格手当は、会社が認める以下の資格を有する者に１０，０００円から３０，０００円の

範囲内で、資格の有効度、難易度、資格と関連する本人の能力等を考慮して個人ごとに決定す

る。 

① 調理師 

② 栄養士 

③ 看護師 

④ 保育士 

⑤ 社会福祉士 

⑥ 精神保健福祉士 

⑦ キャリアカウンセラー 

⑧ キャリアコンサルタント 

⑨ 臨床心理士 

⑩ その他会社が認める資格 

 （通勤手当） 

1．電車又はバスを利用しての通勤の場合の通勤手当は、会社が必要と認めた経路及び方法に

つき通勤に要する実費を支給する。但し、月額金額の上限額は次の通りとする。 

 

週所定労日数が 5 日勤務の者 15,000 円 

週所定労働日数が４日勤務の者 12,000 円 

週所定労働日数が 3 日勤務の者 9,000 円 

週所定労働日数が 2 日勤務の者 6,000 円 

週所定労働日数が 1 日勤務の者 3,000 円 

 

2．途中入社・退社、休業、欠勤等により賃金計算期間中の出勤が１０日未満の短時間社員に

対する通勤手当は、日割り計算とする場合がある。 

3．会社が自転車等特別な通勤を必要と認めた場合、その状況を勘案して通勤手当を支給する

場合がある。 
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 （法定内残業手当） 

1．所属長の指示により、就業時間外に勤務した場合で法定時間内の場合は、法定時間内残業

手当を支給する。この場合、賃金の割増は行わないものとする。 

 （法定外残業手当） 

1．所属長の指示により、就業時間外に勤務した場合で法定時間外の場合は、法定時間外残業

手当を支給する。この場合、労働基準法３７条の基づき割増し賃金を支払うものとする。 

 （代替休暇） 

1．短時間社員は、１か月６０時間を超える法定時間外残業をした場合、１か月６０時間を超

える法定時間外残業時間に限り、従業員の過半数を代表する者との労使協定がある場合には、

前条第１項第４号の規定によらないで、代替休暇を付与するものとする。 

2．前項の労使協定は次の事項を協定するものとする。 

① 代替休暇の時間数の具体的な算定方法 

② 代替休暇の単位 

③ 代替休暇を付与することができる期間 

④ 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日 

 （深夜勤務手当） 

1．所属長の指示により、午後 10 時から翌日午前 5 時まで勤務した場合（以下「深夜時間」と

いう）は、労働基準法３７条に基づき深夜勤務手当を支給する。 

 （休日勤務手当） 

1．所属長の指示により、法定休日に出勤した場合は、労働基準法３７条に基づき休日勤務手

当を支給する。但し、「短時間社員就業規則」第４２条により振替休日を付与された者につい

ては休日勤務手当は支給しない。 

 （休業手当） 

1．会社の責めに帰すべき事由により短時間社員を休業させた場合は、民法第 536 条第 2 項の

適用を排除し、労働基準法第 26 条の定める平均賃金の１００分の６０の休業手当のみを支払

うものとする。 

 賞   与 

 （賞与） 

1．短時間社員の賞与は支給しない。 

 退 職 金 

 （退職金） 

1．短時間社員の退職金は支給しない。 

 

施行 平成２７年４月１日 

変更 平成２８年４月１日 

変更 令和 4 年４月１日 


